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D-450 TIBC、UIBC（適応） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、TIBC、UIBC、鉄は鉄欠乏性貧血（疑いを含む）又は小球

性貧血（低色素性貧血）（疑いを含む）の病名がなければ算定は認められ

ない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 貧血の原因は多様であるが、TIBC、UIBC、鉄は鉄欠乏性貧血あるいは

鉄欠乏性貧血が疑われる小球性貧血の診断や経過観察等以外では検査の

必要性は乏しいと整理した。 

 


